
 

平成２８年１０月１７日  

株式会社 但馬銀行  

 

保険新商品の取扱開始について 

 

 株式会社 但馬銀行（頭取 倉橋 基）は、お客さまの幅広いニーズ

にお応えするため平成２８年１０月１７日（月）から、下記のとおり

新たな保険商品の取扱いを開始しますのでお知らせいたします。 

 

記 

 

一、取扱開始日 

  平成２８年１０月１７日（月） 

 

二、保険新商品の概要 

 １．個人年金保険 

商 品 名 プレミアストーリー 

引受保険会社 第一フロンティア生命保険株式会社 

主 な 特 徴 

・外貨建て（米ドル・豪ドル）で運用し、契約時の積立

利率で外貨建ての年金額が確定し、契約１年後から年

金をお支払いします。 

・年金受取期間は２０年から４０年（５年刻み）で設定

することが可能です。 

・年金受取通貨は、円・外貨の選択が可能です。 

据 置 期 間� １年 

低 
３万契約通貨（円入金特約付加時は３００万円） 

※年金額が１，０００契約通貨を下回る取扱は不可。 基本保険金額 

高 ５億円相当額 



 

契 約 年 齢 

および 

年金受取期間 

契約年齢 年金受取期間 

０歳～８９歳 ２０年・２５年・３０年 

０歳～８６歳 ３５年 

０歳～８１歳 ４０年  

年 金 受 取 人 契約者 

死 亡 給 付 金 

受 取 人 
被保険者の配偶者または３親等以内の血族から指定 

後 継 年 金 

受 取 人 

被保険者、被保険者の配偶者または３親等以内の血族か

ら指定 

 

 ２．就業不能保険 

商 品 名 病気やケガで働けなくなったときの 給与サポート保険 

引受保険会社 アフラック 

主 な 特 徴 

・病気やケガで“働けない状態”(注１)になったとき、家

計から減らすことが難しい支出に備えることができま

す。 
 (注１)「働けない状態」とは、所定の「就労困難状態」のことを指します。 

【ポイント１】 

病気やケガで就労困難状態になった場合(注２)に給付金

をお受取りいただけます。 

(注２)精神障害や妊娠・出産などを原因とする場合を除きます。 

【ポイント２】 

就労困難状態が継続する限り 長６５歳(注３)まで給付

金をお受取りいただけます。 

(注３)保険期間が、６５歳満期の場合。６０歳満期もあります。 

保険期間・保険料払込期間 契約年齢範囲 

６０歳満期 満１８歳～満５５歳 
被 保 険 者 の 

契約年齢範囲 
６５歳満期 満１８歳～満６０歳 

※当資料は商品・制度・サービスの概要を説明したものです。 

※詳しくは各商品の「契約締結前交付書面（契約概要・注意喚起情

報）」とあわせて「ご契約のしおり・約款」等をご覧ください。 

  保険商品に関する注意事項については、別紙にてご確認ください。 



 

（別紙） 

保険商品に関する注意事項  

●生命保険は預金保険機構および投資者保護基金の保護の対象ではありません。 

 

●生命保険は預金商品ではなく、元本の保証はありません。また、解約返戻金に払込保険料

相当額の 低保証はなく、所定の解約控除が必要な場合や市場金利の変動等により払込保

険料の合計額を下回ることがあります。  

 

●ご契約前には『契約締結前交付書面（契約概要・注意喚起情報）』を必ずお読みいただ

き、内容を十分ご理解ください。ご契約時には『ご契約のしおり・約款』（変額保険の場

合は、これに加え「特別勘定のしおり」）を必ずご覧ください。 

 

●生命保険は商品により、ご契約時の契約時費用のほか、一定期間内に解約された場合、解

約控除（費用）が必要となる場合があります。また、据置期間中は保険関係費用、資産運

用関係費用、年金管理費、外国為替手数料等がかかる場合があり、お客さまにご負担いた

だく手数料はこれらの合計額となります。なお、ご負担いただく手数料の項目、手数料

率、計算方法等は各商品によって異なりますので、一律の算出方法等を表示することがで

きません。 

 

●外貨建て保険商品については、為替レートの変動により、お受取になる円換算後の保険金

額がご契約時における円換算後の保険金額を下回ることや、お受取になる円換算後の保険

金額が、既払込保険料を下回ることがあり、損失を生ずるおそれがあります。 

 

●一部の商品については、国内外の株式や債券等で運用しているため、株価や債券価格の下

落、市場金利の上昇、外国為替相場の変動等により、資産残高、解約返戻金等が払込保険

料を下回ることがあります。 

 

●法令上の規制により、お客さまのお勤め先や、ご融資のお申込み状況等によっては、生命

保険をお申込みいただけない場合があります。 

 

●保険商品のお申込みの有無が当行とお客さまとの他のお取引に影響を与えることはありま

せん。 

 

●但馬銀行は、募集代理店として契約の媒介を行いますが、契約の相手方は引受生命保険会

社となります。  

 

●引受生命保険会社が破綻した場合には、生命保険契約者保護機構により保護の措置が図ら

れますが、ご契約の際にお約束した死亡給付金額・年金原資額等が削減される場合があり

ます。  

 

●クーリング・オフの対象でありますが、お申込みの撤回またはご契約の解除が出来る期間

に制限があります。 

 

●ご加入の検討にあたっては、販売資格を持つ当行の募集人にご相談ください。 

 

本件に関するお問い合わせ  但馬銀行 ダイレクト営業センター 
０１２０－１６４－２３０ 

受付時間／平日  ９：００～１９：００ 
（ただし、銀行休業日を除く） 


